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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

医
業
類
似
行
為
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す
る
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主
意
書 

昭
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三
十
三
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一 

 



 

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
「
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師
法
」
は
、
占
領
治
下
に

制
定
さ
れ
た
非
民
主
的
立
法
の
一
つ
で
、
同
法
に
よ
つ
て
長
年
の
生
業
を
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
療
術 

(

医
業
類
似
行
為)

業
者
の
た
め
に
、
本
年
さ
ら
に
猶
予
期
間
を
再
度
三
年
延
長
す
る
法
案
が
さ
る
三
月
二
十
六
日

衆
議
院
に
お
い
て
万
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
応
急
的
こ
息
的
な
措
置
で
あ
つ
て
抜
本
的
な
解
決

策
で
は
な
い
。 

一 

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
「
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師
法
」（
以
下
同
法

と
い
う
）
に
よ
り
医
業
類
似
行
為(

以
下
便
宜
的
に
療
術
と
い
う)

を
規
制
し
た
理
由
い
か
ん
。 

二 

同
法
第
十
九
条
第
一
項
で
一
部
療
術
を
禁
止
し
た
理
由
い
か
ん
。 

つ
い
て
は
、
そ
の
参
考
に
資
す
る
た
め
次
の
諸
点
に
つ
き
当
局
の
忌
た
ん
な
き
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

従
つ
て
近
い
将
来
同
法
は
医
学
的
、
社
会
的
見
地
か
ら
根
本
的
に
再
検
討
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

医
業
類
似
行
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 
三 
昭
和
二
十
四
年
か
ら
四
箇
年
間
に
わ
た
り
右
禁
止
さ
れ
た
療
術
の
調
査
研
究
を
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
目
的

と
そ
の
結
果
い
か
ん
。 

四 

昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
一
号
に
よ
り
ふ
た
た
び
禁
止
を
確
認
さ
れ
た
療
術
が
多
数
の
国
民
か
ら
ま
す
ま

す
愛
好
利
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
ど
う
考
え
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


